
（１）トップページで、ログインＩＤとパスワードを入力して「ログイン」を押す。 

 

（２）左側にある項目の中から、「営業許可の申請」を押す。 

 

（３）許可営業施設一覧の画面を下にスクロールし、「新規申請」を押す。 

 
下にスクロール 



（４-１）営業施設情報を入力する。 

  ※３０分以上操作（入力）しないと自動でログアウトしてしまいます。 

   入力に費やした時間が無駄にならないよう、画面下部の「一時保存」ボタンを押してから 

   席を離れるようにしましょう！ 

 

 

 

郵便番号を入力、検索すると 

町域まで埋まります 

自動車営業の場合は必須項目 

食品衛生法の許可取消しや食品衛生法で刑に 

処せられたことがなければ「無」を選択 

 
次ページ 

参照 

自動販売機営業の場合は必須項目 

「水道水」「簡易専用水道」 

「飲用に適する水（井戸水等）」 

から選択する 

「＋」を押すとダイアログボックスが 

現れるので、該当する営業の種類を選択 

営業の種類が複数ある場合（飲食＋菓子等）は 

必要数「＋」を押して営業を追加して下さい 

施設住所を管轄する保健所に申請が 

届くことになるので間違えないように！！ 



※「主として取り扱う食品又は添加物」の入力について 

（１）選択ボタンをクリックして、選択画面に移行。 

（２）大分類の中から近いものを選択し、「検索」をクリック。 

 

（３）小分類が現れるので、一番近いものを探して、「選択」をクリック。 

 

（４）入力画面が戻ったら、自由記載欄と業態を記載する（必須ではない）。 

 

該当するものが出てくるまで 

ページをめくって探す 

該当するものがなければ 

大分類の選択からやりなおす 

※例えば「飲食店」は 

大分類：その他の食料品 

小分類：75 その他の食料品 

飲食店の場合、ラーメン、焼肉等 

主に提供する品目を記載 

飲食店の場合、食堂、弁当屋 

スナック、そば屋などの形態を記載 



（４-１）営業施設情報を入力する（つづき）。 

 

 

 

食品衛生責任者の資格を選択する 

※申請時に資格がない場合は 

「⑩を選択」し、下欄の受講した 

講習会の欄に「誓約書」と記載 

衛生管理計画は必須なので「有」とする 

① HACCPに基づく衛生管理か 

② HACCPの考え方を取り入れた 

衛生管理のどちらかを選択 輸出食品を取り扱うなら「有」とする 

既製品を温めるだけ、皿に出すだけ 

半製品を簡易な調理（揚げ、焼き等）で 

提供する場合は簡易飲食店に該当する 

ふぐの処理（有毒部位の除去）を行う場合は 

チェックを入れて、現れる入力欄に全て記載する 

下記指定成分を含有する食品を取り扱う場合にチェック 

①コレウス・フォルスコリー ②ドオウレン 

③プエラリア・ミリフィカ  ④ブラックコホシュ 

 次ページ 

参照 

個人申請の場合は、非公開にチェック 

個人の携帯番号の場合は、非公開にチェック 

次ページ 

参照 

操作せず３０分経過するとログアウトしてしまうので 

こまめに「一時保存」しておくと安全 

申請再開は 

「修正」から 

申請データを同様別施設の 

申請に使う場合は「流用」 

ファイル添付を含め全ての入力が 

終了したら確認ボタンを押して 

申請を終了してください 

 

食品衛生管理者は以下の製品を製造する場合のみ記載 

食肉製品・魚肉ハム・魚肉ソーセージ・添加物 

食用油脂（脱色又は脱臭工程あり）・粉乳 

マーガリン・ショートニング・放射線照射食品 



※「営業施設基準」の入力について 

 「営業施設基準」のボタンを押して、各基準全てに回答する。 

（基準を満たす：Yes、満たさない：No、該当しない：不適用）。 

  営業の種類等、各申請での選択に対応した基準が現れるため、最後の方に行うようにする。 

 

※「ファイル登録」について 

 施設図面、水質検査、食品衛生責任者資格の証明書類等、申請内容を証明するために 

必要なファイルをスキャナやスキャンアプリ等を活用して添付して下さい（PDF）。 

 

 

施設図面の添付は必須です 

 


